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１ 本事件の概要と関連する動き

この事件の発端は、2002（平成14）年４月13日付の産経新聞である。同

紙の第１面の中ほど右側に「西部（邁）、渡部（昇一）両氏の著書68冊（船

橋）市立図書館が廃棄」という見出しが躍っている。前年（2001（平成13）

年）８月、船橋市西図書館が所蔵していた西部氏の著書44冊のうち43冊、

渡部上智大学名誉教授の著書58冊のうち25冊が廃棄されていた、と報じら

れた。両氏は“新しい歴史教科書をつく
(１)

る会”の有力メンバーである。廃

棄された2001年８月当時、同会メンバーが執筆に加わっていた扶桑社（フ

ジサンケイグループ）の教科書採択をめぐってかまびすしい議論が展開さ

れていたところから、産経新聞はただちにその蔵書廃棄は“新しい歴史教

科書をつくる会”に向けられたものと書きたてた。この記事には、電話取

材に応えた西部氏の談話が付され、図書館の大半には左翼人士がいて、発

覚した蔵書に含まれていた自著の廃棄は起こるべくして起きた“焚書坑
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儒”だ、との趣旨が示されていた。

この報道が社会に伝えられると、船橋市西図書館を所管する船橋市教育

委員会は事実調査に乗り出さざるを得ない。同市教委は、事件が明るみに

出た13日から23日にかけて、臨時職員や退職者も含めて関係する22名から

事情聴取を実施した。その結果、2001年８月に西図書館を含む４館の船橋

市立図書館で廃棄された資料は、一般書籍187冊、雑誌のバックナンバー

が354冊であった。

船橋市立図書館においては、「船橋市図書館資料除籍
(２)

基準」にしたがっ

て、図書館資料の除籍廃棄がなされることになっている。同基準には

（ア）から（ケ）まで９項目があげられている。紛失等（（ア）から（エ））、

著しい汚損・破損（（オ））、内容が古い・利用低下・改訂版等により代替

可能（（カ）から（ク））、および保存年限を経過した雑誌（（ケ））に該当す

れば、廃棄処分が許容される。今回の事件において廃棄された雑誌の廃棄

については所定の保存期間を経過したもので、廃棄基準のうえでは問題と

はされなかった。図書187冊のうち80冊は除籍基準のいずれかに該当する

と判断された。船橋市教育委員会は、残る107冊については、恣意的に除

籍廃棄されたと発表せざるを得なかった。この107冊の内訳をみると、西

部氏（36冊）、渡部（22冊）両氏の著書にとどまらず、福田和也氏が12冊、

西尾幹二氏が９冊、長谷川慶太郎氏が７冊、小室直樹氏が５冊、谷沢永一

氏が４冊、岡崎久彦氏が３冊、坂本多加雄・日下公人の両氏が各２冊、高

橋史朗・福田恒存・藤岡信勝・井沢元彦の４氏と‘新しい歴史教科書をつ

くる会’がそれぞれ１冊となっていた（このうち、福田和也、谷沢永一の２氏

は新しい歴史教科書をつくる会のメンバーではない）。

４月15日、新しい歴史教科書をつくる会は、船橋市長や同市教育長に対

して抗議文を提出し、事件の経緯や資料廃棄にあたった職員の特定、責任

者の処分を求
(３)

めた。

５月10日、船橋市教育委員会は、調査の結果として、107冊の廃棄をベ

テラン女性司書の単独行為であると、公表した。そして、失われた107冊
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については、再度購入することとし、その費用約15万円を同市西図書館長

や当の司書に負担させることとした（廃棄された107冊のうち103冊は同じも

のが購入されたが、絶版などで入手できなかったものについては同一著者の別

の著作が購入され、あらためて図書館資料コレクションの一部に加えられた）。

５月29日、資料を廃棄した司書に対して減給10分に１を６か月、西図書

館長に対して同じく減給10分に１を３か月、係長に対して戒告の懲戒処分

を行ない、館長補佐に訓告、生涯学習部長を厳重注意とした。処分理由

は、一時期に大量の図書を廃棄処分した司書の行為が不適切で同市財務規

則にそった廃棄手続がなされなかった、また当の司書以外の者については

職員の監督が徹底していなかったということだとされる。当該女性司書

は、事件後まもなく図書館勤務をはずされ、同市の教育関係施設に異動さ

せられている。

６月７日の船橋市議会本会議において、質問に答えた生涯学習部長は、

図書館実務においては一旦閉架書庫に引いた後（一般に“書庫入れ”と呼ば

れる）に廃棄処分にするのであるが、当該司書は利用者のフリーアクセス

に開かれた開架書架のうえにあった87冊を除籍し、また北図書館に設置さ

れている市内４館の共同書庫からわざわざ取り寄せて廃棄した。市教委調

査によれば、当該司書は、「利用者から“新しい歴史教科書をつくる会”

が作成した教科書について問い合わせがあり、それを調べる目的で、関係

図書を集めたまでは自分でやったが、なぜ除籍したかは自分でもはっきり

せず、思想・信条にはまったく関係ない」と強く述べている、とされた。

２ 提訴、そして控訴審に至る裁判過程

上記のような動きが見られた後、８月13日、みずからの著書が廃棄され

た井沢元彦、岡崎久彦、坂本多加雄（訴訟承継人坂本順子）、高橋史朗、谷

沢永一、西尾幹二、長谷川慶太郎、藤岡信勝の８氏と新しい歴史教科書を

つくる会が図書館の設置主体である船橋市と図書を除籍廃棄した司書を相
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手取って慰謝料など計2，700万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提

訴した。

訴状には、「原告らの著書を含む全107冊の著書を、平成13（2001）年８

月10日から同26日までの間、「船橋市図書館資料除籍基準」に該当せず除

籍することができないのに、上記著書のうちの一部分を実際に燃やすなど

したうえ故意に違法な廃棄を行い、理由のない除籍処分を行なった」とあ

り、この事件がマスコミによって報道されるとき、見出しにしばしば‘焚

書’事件と書き立てられる所以が示されている（もっとも、裁判所は‘違法に’

除籍された資料を燃やしたという事実を認定してはいない）。

２．１ 東京地裁判決

2003（平成15）年９月９日、東京地方裁判所（須藤典明裁判長）は、被告

は「ベテランの司書であり、図書館で市民の閲覧に供され保管されている

書籍を除籍して廃棄するには、同市が定めた除籍基準に従って行なうべき

義務があることは熟知していたはずであるのに、前記認定の通り、市が定

めた除籍基準を無視し、個人的な好き嫌いの判断によって大量の図書館の

蔵書を除籍し廃棄して船橋市の公有財産を不当に損壊したものであって、

そのような本件除籍等が被告船橋市に対する関係で違法なものであること

は明らかである」と本件除籍廃棄行為を断罪しながらも、「しかしながら、

被告によってなされた本件除籍等が原告らに対する関係でも違法なものと

いえるか否かは、別問題といわなければならない。なぜなら、被告によっ

て除籍等がなされた図書は、すべて被告船橋市が購入して所有し管理して

いたものであって、原告らの所有・管理に属するものではなく、これらの

蔵書をどのように取り扱うかは、原則として被告船橋市の自由裁量にまか

されているところであり、仮に、これを除籍するなどしたとしても、それ

が直ちにその著者との関係で違法になることはない」との判断を示した。

また、地裁判決の終わりの部分には、「これまでに認定し、説示したとこ

ろを総合すれば、本件における被告（司書）には、公務員として当然に有
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すべき中立公正や不偏不党の精神が欠如していたことは明らかであるとい

わざるをえない。また、被告船橋市は、本件除籍等が発覚すると、被告

（司書）を含む教育委員会の職員に費用を支出させて事態の収束を図ろう

としたり、本件訴訟においても、被告（司書）による本件除籍等の経緯に

ついて関係者から事情を聴取して把握しているにもかかわらず、その内容

を明らかにしようとせず、結果的に責任の所在をあいまいにしたまま幕を

引こうとしており、このような被告船橋市の姿勢に原告らが強く反発する

のも理解し得ないではない」と精一杯のリップサービスをしている。「し

かし、これまで縷々説示したとおり、原告らは、その著書が被告船橋市が

設置している図書館で閲覧に供されていたとしても、被告船橋市に閲覧を

供することを求める法的権利までは認められていないのであるから、この

ような状況の下においては、被告（司書）が単独でした本件除籍等の行為

は、被告船橋市の定める除籍基準に反したものとして、被告船橋市との関

係において違法となることはあっても、その著者である原告らとの関係に

おいて違法となることはない。被告船橋市の法的責任」は生じるはずはな

い、と結論付け、主文に「原告らの請求をいずれも棄却する」と掲げた理

由とした。原告側の全面敗訴の外観を取りながら、実質的には被告船橋西

図書館の司書と設置主体の船橋市の図書館行政を厳しく責める内容をもつ

地裁判決であった。原告のひとり、西尾幹二氏は、この船橋市側の非を責

めながら訴えを棄却したこの判決を“はぐらかし”と論難して
(４)

いる。

２．２ 東京高裁判決

地裁判決を受けた原告側は控訴した。東京高裁（雛形要松裁判長）は、

2004（平成16）年３月３日、地裁判決と同じく、原告側の控訴を棄却し

た。法理的にも、地裁判決の判断を繰り返すだけのリフレーンで、ほとん

ど見るべきところはない。

高裁判決は、「既に公立図書館において、定められた手続に従って購入

され、閲覧に供されている書籍を、定められた手続に則ることなく、ある
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公務員個人の信条に反するとの理由により、廃棄するような行為が公立図

書館の運営上許されざる行為であることは、論をまたない。しかも、本件

除籍等について、被控訴人船橋市から事情聴取を受け、懲戒処分も受けな

がら、今もって、本件に関して、明確な対応を示さない被控訴人（元司

書）に対して、憤る控訴人らの心情は無理からぬ面があるというべきであ

る。また、被控訴人船橋市においても、その職員が内部処理基準に反し、

西図書館の管理・運営上著しく不適切な行為を行い、控訴人らに誠に不快

な事態を生じさせたにもかかわらず、その事態を生じさせた行政運営上の

原因等について、必ずしも十分な解明をするまでには至らず、そのため、

控訴人らに対して必ずしも十分な事後説明等がなされたとは認められない

ので、被控訴人船橋市の対応を不満とする控訴人らの批判は理解できない

ものではない」と述べ、やはり控訴人らの心情に理解を示しつつ、被控訴

人元司書と被控訴人船橋市の態度と対応を厳しく指弾している。（ちなみ

に、最高裁第一小法廷判決が出された今日まで、この船橋市西図書館蔵書廃棄

事件の経過のなかで、同市図書館側から原告上告人を含む14人１団体に対して、

かみ合わない抗議書と回答書のやり取り以外、一切の事情説明、話し合いもな

されていないようである。）

しかし、控訴審の勝敗については、「控訴人ら著作者らは、自らの著作

物を図書館がその蔵書書籍として購入することを法的に請求することがで

きる地位にあるものとまでは解されないし、控訴人らの著作物が図書館に

購入された場合でも、当該図書館ないし公務員に対し、その所蔵書籍とし

て閲覧に供する方法については、著作権ないし著作者人格権等の侵害を伴

う場合は格別、それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位

に立つまでの関係には至らないと解されるものである。したがって、その

購入された書籍の閲覧に供する方法に不適切な点があったとしても、その

ことをもって、直ちに控訴人らの法的権利ないし法的保護に値する利益の

侵害があったといえないことは明らかである」として、控訴を棄却した。

そして、控訴人らは最高裁判所に対して上告した。
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３ 最高裁第一小法廷判決

西尾幹二氏によれば、最高裁判所から2005年６月に口頭弁論を許す、と

の連絡があったとのことである。その連絡をうけて開催された同月２日の

最高裁第一小法廷での口頭弁論の席には、原告弁護団団長内田智弁護士の

ほか、作家の井沢元彦氏と西尾氏がつかれたそうである。その段階で裁判

手続としては、張本人とされた司書個人への上告はなくなり、公共図書館

を設置運営し、使用者としての立場にある船橋市の法的責任について、最

高裁が新たな判断をするということにな
(５)

った。代位責任論を採用する
(６)

判例

にしたがい、当該公務員に代わって地方公共団体に対して国家賠償法上の

賠償責任を負わせようとするところから、公務員、すなわち当該司書個人

の法的責任は問いえないとしたのであろう。

３．１ 最高裁判決を読む

2005（平成17）年７月14日、最高裁第一小法廷（横尾和子裁判長）は、第

二審東京高裁の判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻し、損害賠償額を

算定するよう命じた。これで、事実上、新しい歴史教科書を作る会を中心

とする上告人側の逆転勝訴が確定した。

最高裁は、第一審東京地裁の判決を支持した原審東京高裁の「判断は是

認することができない」として、地裁、高裁とは異なり、きめ細かく関係

法に言及しながら独自の判断を示した。

“図書館”という社会的施設について、まず「図書、記録その他必要な

資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調

査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設であり（図書

館法２条１項）、「社会教育のための機関」であって（社会教育法９条１項）、

国および地方公共団体が国民の文化的教養を高め得るような環境を醸成す

るための施設として位置づけられている（同法３条１項、教育基本法７条２
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項参照）。公立図書館は、この目的を達成するために地方公共団体が設置

した公の施設である（図書館法２条２項、地方自治法244条、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律30条）」という基本的認識を明らかにする。そし

て、図書館法に定められた図書館奉仕（図書館サービス）の規定（３条）、

および同法18条にもとづき2001（平成13）年に公表された文部科学大臣告

示「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（文部科学省告示第132

号）を引用した後に、「公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の

種々の情報を含む図書館資料を提供して、その教養を高めること等を目的

とする公的な場」であるする。そのような捉え方をすれば、公立図書館の

図書館職員、とりわけ図書館専門職とされる司書は当然「独断的な評価や

個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき職

務上の義務を負う」わけで、すでに「閲覧に供されている図書について、

独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄」すれば、「基本的な職

務上の義務」に背馳することになる、と述べる。

この市民に対して公的な場として機能する公立図書館とそこで働く司

書、図書館職員の職務上の義務は、対市民利用者にとどまらず、選書基準

に照らして受入れられた図書館資料の著作者とのかかわりにおいても、事

実上の反射的利益を超えて法的保護に値する利益があるとの画期的な法的

判断を導く。図書館資料コレクションの一部を構成し、市民の閲覧に供さ

れる「図書の著作者にとって、（当該図書館は）その思想、意見等を公衆に

伝達する公的な場でもある」から、「公立図書館の図書館職員が閲覧に供

されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いに

よって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を

公衆に伝達する利益を不当に損なうもの」だと断言した。

図書館は許された資料費の範囲内で一定の基準に従って資料を選択しな

ければならない。図書の場合は選書、それ含めた多様な図書館資料を対象

とする場合には資料選択ということになるが、この選択行為は、見方を変

えれば、資料を通じて著作者という個人や団体を選び取る行為にほかなら
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ない。

憲法19条により思想の自由が、また21条により表現の自由が保障されて

いる著作者が公立図書館においてみずからの著作物の利用者による閲覧を

通じて実現される可能性のある利益は「法的保護に値する人格的利益」で

あって、担当司書の個人的好みに発する恣意的な除籍廃棄等の不公正な取

扱いは当該図書の著作者が有する人格的利益を侵害するもので、「国家賠

償法上違法」と判示し、東京高裁に差し戻したのである。

この最高裁判決は、図書館界の一部に著作者に人格的利益を認めたこと

が「解釈によっては著作者の保護に傾きすぎて図書館の判断を縛る危険性

もあり、注意が
(７)

必要」との懸念もあるようであるが、マスコミや大方の国

民には好評をもって迎えられた。

本稿では、以下、この画期的な最高裁判決について検討を深めることに

したい。

３．２ 最高裁判決が示した「公共図
(８)

書館＝“公的な場”」という理念に

関連して

アメリカ法には“パブリック・フォーラム”（public forum）という概念

があり、この国でも、「吉祥寺駅構内無断ビラ配布事件」（昭和59年12月18

日最高裁第三小法廷判決）における伊藤正巳裁判官の補足意見で述べられ

たところがよく引かれるように、広く知られている。『英米法辞典』（田中

英夫編、東京大学出版会、1991）を開くと、その682ページに“public
 

forum, right to パブリック・フォーラムを利用する権利”という項目が

ある。そこには、「（アメリカ）合衆国最高裁判所は表現の自由を具体的に

保障するため、伝統的な表現活動の場である道路、歩道、公園における表

現活動を権利として承認し、その規制を時間と方法、態様に関する合理的

な規制に限定した」とあり、公衆への効果的な意見表明、伝達の手段をも

たない庶民は駅前広場や都市公園のように市民が集まる場所で地声、もし

くはクラシックな拡声器を用いてがなりたてたり、粗末なビラや簡単なパ
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ンフレットをばら撒くことができる。そのような行為は日本の憲法の21条

にあたる連邦憲法修正１条によって認められているという法理論である。

『英米法辞典』は、さらに続けて、（アメリカ連邦）最高裁判所は、公共的

な空間を「伝統的なパブリック・フォーラム、政府が創設したもしくは限

定された目的のために創設されたパブリック・フォーラム、およびパブリ

ック・フォーラムでない場所」の３種に分類している。

アメリカの判例は、公共図書館を“限定的なパブリック・フォーラム”

（limited public forum）のひとつとして
(９)

いる。すなわち、公共図書館の本

来的任務に差し障りのない限り、そこでは公衆の表現の自由が認められな

ければならず、やむを得ずその表現の自由が制約される場合といえども、

最大限表現の自由を保障するべく、時間的、場所的、および規制方法にお

いても、表現の自由の制約は最小限でなければならないのである。かつて

南部の黒人青年が公共図書館の利用について白人用の図書館と黒人用の図

書館を別個のものとしていた時代に、それに抗議して白人用図書館に座り

込みを
(10)

行うなど、物理的な表現の自由を保障するだけでなく、これまでの

歴史社会と現実の世界を反映する種々様々な立場に立つ意見、思想の混在

状況を開架書架のうえに実現することもまた公共図書館に“パブリック・

フォーラム”の機能を発揮させるために必要とされる。

ここで公共図書館が“パブリック・フォーラム”だと言われるとき、利

用者市民の表現の自由だけでなく、閲覧・貸出に供されるべく書架に並べ

られた図書館資料を通じて著作者の表現の自由も保障されていることにな

る。アメリカ図書館協会（American Library Association:ALA）の「図書

館の権利宣言」（Library Bill of Rights:1948.6.18 ALA
(11)

採択）はその前文

に“情報と思想のひろば”（forums of information and ideas）という文言を

用いて
(12)

いるが、それは公共図書館が表現の自由とそのコロラリーである知

る権利を保障する“パブリック・フォーラム”であることを確認している

わけである。修正第１条に由来する“パブリック・フォーラム”を確認す

る「図書館の権利宣言」は前文のほか６つの項目から構成されている。そ
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の最初の項目で「資料は、その創造にかかわった人たちの出身、経歴ある

いはその見解を理由として排除されてはならない」と定めて
(13)

いる。

今回の船橋市立図書館蔵書廃棄事件の第一審、東京地裁判決は、このア

メリカの「図書館の権利宣言」を日本風に焼き直した「図書館の自由に関

する宣言」（日本図書館協会、1954年採択、1979年
(14)

改訂）を「日本図書館協会

という私的団体が採択した宣言文書であり、その内容は何ら法的規範性を

有するものではな」いと一蹴して
(15)

いる。しかるに、そのあとのくだりで、

原告らの著書が「読むに値する良識ある作品」との主張を崩すために「そ

もそも図書館の自由に関する宣言（甲８号証）の第１の２（５）で、「図

書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを

図書館および図書館員が支持するものではない」と明記されているよう

に、地方自治体が設置する図書館による図書等の購入は、もともと価値中

立的なものであって、購入され閲覧に供されている書籍について、一定の

肯定的または否定的な社会的評価を与える行為ではないと解される」とご

都合主義的にそれに依拠している。法的規範性のない私的文書だとしてお

きながら、裁判官がみずから抱いた結論に都合のいい論理だけをつまみ食

いし、図書館法等関係法令に明定されていない理念に一定の社会的規範性

を求める態度はいかがなものか。アメリカの「図書館の権利宣言」を言い

換えた日本の「図書館の自由に関する宣言」は、一見すれば分かるよう

に、日本国憲法21条のいう表現の自由と知る権利、同13条から導き出され

るプライバシーの権利を図書館の置かれた社会的文脈に流し込んだものに

過ぎず、形式的には文部科学省所管の公益法人に収斂する日本の図書館界

が採択した業界のルールを定めた私的文書だとしても、その実質的な法的

内容は裁判所により当然尊重されるべきものである。

最高裁判決は“パブリック・フォーラム”という言葉は使っていない。

しかし、最高裁が「公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々

の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする

公的な場」と述べ、「閲覧に供された図書の著作者にとって、その思想、
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意見等を公衆に伝達する公的な場」であると言ったとき、“パブリック・

フォーラム”の法理と無縁のことを考えていたとは思いにくい。

３．３ 図書館資料の提供に関する“自由裁量”の否定

ここで船橋市西図書館蔵書廃棄事件と同様、日本の公共図書館を舞台に

発生した東大和市立図書館『新潮45』閲覧禁止処分取消請求事件をみてお

こう。

2000（平成12）年４月、東大和市立Ｓ図書館において、ある市民が

1998（平成10）年１月に大阪府堺市で発生した幼稚園児殺害等の事件につ

き、犯人の当時19歳の少年を顔写真入りで実名報道した雑誌、本件図書

『新潮45』1998年３月号に掲載された記事を読もうとした。しかるに、同

市立中央図書館長が、市内の市立各図書館に対し、本件図書の閲覧を禁止

していた。この措置により、原告・控訴人である市民は、当該記事を読む

ことができなかった。同人は、これを不服として、東大和市を相手取り、

中央図書館長の違法な閲覧禁止処分によって同記事を閲覧できなかったこ

とによる精神的損害を言い立て、国家賠償法1条にもとづき10万円の損害

賠償を求めた。

第一審の東京地裁民事第３部（藤山雅行裁判長）は2001（平成13）年９月

12日に原告図書館利用者の請求を棄却した。この事件の地裁判決は、図書

館および図書館員、司書と利用者の関係について、「図書館において、特

定の図書の利用に制限を加えたとしても」、利用者市民は知る権利を表現

の自由の一内容として保障している「憲法21条に基づいて、利用の制限を

解除する旨の積極的な請求をすることはできない」との認識を示した。そ

して、図書館法は10条によって、公立「図書館の設置のみを条例に委ねて

いるものであり、その管理に関する定めは、むしろ、地方自治法244条の

２第１項に基づくものと解すべきところ、管理に関する定めはすべて教育

委員会が定める規則に委任しており、（図書館）運営規則10条は、これを

受けて、図書館長に対して、図書の利用方法のみならず閲覧の可否を定め
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る裁量権を認めたもの」とし、「裁量権の範囲は、全くの自由裁量という

ことにはならないが、上記の地方自治法及び図書館法の趣旨にかんがみ、

正当な理由が認められる範囲において閲覧の禁止等の（図書館資料の）利

用の制限」を行うことは裁量権の範囲内にあると判示した。原告は地裁判

決を不服として控訴した。

翌2002（平成14）年１月29日、東京高裁第19民事部（浅生重機裁判長）は

控訴棄却の判決を下した。高裁判決もまた「図書館の具体的な管理に関す

る定めは地方自治法244条の２第１項に基づく東大和市立図書館条例の委

任を受けた運営規則で定められており、運営規則10条では、図書館長は、

必要と認めた資料について、その利用方法を制限できると定められてい

る。そして、これによれば、図書館長には、所蔵する資料について、閲覧

禁止を含めた管理に関する裁量権が付与されている」とまったく同旨の見

解を繰り返した。控訴人は、この高裁判決に対して上告はしなかった。

本稿が検討の対象としている船橋市立図書館事件に立ち返ろう。第一

審、東京地裁判決は、「原告らが本件除籍等により侵害されたと主張する

原告らの表現の自由、ないしはそこから派生する権利や法的利益は、いず

れも、被告船橋市の図書館が、その自由裁量に基づいて自らの責任と判断

で原告らの書籍を購入し、市民の閲覧に供することとしたことによって、

反射的に生じる事実上の利益にすぎないものであって、法的に保護された

権利や利益ということはできない」としている。

また、第二審、東京高裁判決は、船橋市立図書館の除籍基準は「行政組

織内部の事務処理基準を定めたもの」で、図書館職員、司書に対して、所

蔵図書の「著者をはじめ、個別の市民のために、具体的な法的義務を負わ

せる」ものでもなく、「市民にかかる法的保護に値する利益を付与する趣

旨」でもない、と述べている。

『新潮45』閲覧禁止処分取消請求事件は、公共図書館が提供する閲覧サ

ービスにかかわる図書館利用者の“権利利益”が問題とされた事件であ

る。この事件においては、第一審、第二審とも、原則的に、公共図書館と
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図書館利用者との緊張関係を一応切断した形で、特定の図書館資料の閲覧

を認めるかどうかは図書館側の（自由）裁量の範囲内にあるとした。一

方、船橋市蔵書廃棄事件は、公共図書館とその所蔵資料の著作者の“権利

利益”が問題とされた事件である。この事件の第一審、第二審判決は、公

共図書館は選書基準にもとづいて、自由裁量で受け入れた図書館資料は事

実行為として図書館利用者に提供されるもので、その利用行為を通じて、

当該図書館資料の著作者はみずからの思想、意見を図書館利用者に伝達で

きるとしても、それは‘事実上の反射的利益であって、法的保護に値する

ものではない、と明言した。

船橋事件の上告を審理した最高裁第一小法廷は、公共図書館は図書館利

用者に対しても、また所蔵する図書館資料の著作者に対しても“公的な

場”を構成する。所蔵資料の取り扱いについて、著作者の思想、信条を理

由として不適切な取り扱いをすれば、当該著作者の人格的利益を違法に侵

害することになる、とした。このことは、公共図書館の所蔵する図書館資

料の取り扱いは、公共図書館側になかば白紙委任の状態でゆだねられた

“自由裁量”ではないと言ったに等しい。しかも、図書館が直接のかかわ

りをもたない所蔵資料の著作者に対して法的保護に値する権利利益を認め

たのである。図書館サービスの直接の名宛人である利用者市民には、当

然、法的保護に値する権利利益が認められることになるはずである。船橋

事件の最高裁判決は、東大和市立図書館閲覧拒否事件判決をも見事に斬っ

て捨てたのである。

もっとも、ここでひとつ確認しておきたいことがある。それは、この最

高裁判決が法的保護に値する人格的利益といったのは、裁量基準とされる

選書基準をクリアして一旦図書館資料コレクションに加えられた図書の著

作者に対してのものであって、なんらかの図書をあらわした著作者がその

みずからの著作物である図書を図書館に新規に購入、受入れさせることを

権利として認めたものではない。みずから書きあらわした著書を図書館資

料として購入することをリクエストはできるが、それは一般的な図書館利
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用者としての希望を公共図書館に伝えるだけのことである。

３．４ 船橋市図書館資料除籍基準」の法的性格について

最高裁第一小法廷は、この“除籍基準”の法的位置づけについては、直

接的にはなにも言及していないかのように見える。“理由”の冒頭に近い

ところで、「被上告人は、船橋市図書館条例（昭和56年船橋市条例第22号）

に基づき、船橋市中央図書館、船橋市東図書館、船橋市西図書館および船

橋市北図書館を設置し、その図書館資料の除籍基準として、船橋市図書館

資料除籍基準を定めていた」と述べている。この表現には、条例に由来す

る下位法令への授権、委任関係についてストレートに示されるところはな

いが、緩やかな形にせよ、住民意思を擬制した地方議会の意向が教育委員

会が定めた裁量基準である除籍基準にまで連なっているかのようなニュア

ンスを感じることができる。

船橋市事件第一審の東京地裁判決を見よう。「本件除籍基準は、被告船

橋市が、自ら設置している公立図書館においてその公有財産である図書な

どの資料を取り扱っている職員に対し、市民の閲覧に供したり保管したり

している図書などの資料のうち、除籍や廃棄を相当とするものの基準を示

すために定めた図書館管理の内部基準のひとつにすぎないものであり、そ

れ以上のものではない」と述べている。同事件第二審の東京高裁判決も当

該除籍基準に対して「市の行政組織内部の事務処理基準を定めたものと解

され、市の職員らに対し所蔵されている書籍の著者をはじめ、個別の市民

のために具体的な法的義務を負わせる趣旨であるとまで解することはでき

ないし、個別の市民にかかる法的保護に値する利益を賦与する趣旨である

とも解されない」と言っている。

手許に船橋市に近接する日本で最も優れた公共図書館との評判の高い浦

安市立図書館発行の『概要 平成16年度』がある。その91ページに“浦安

市立図書館除籍要綱”が掲げられている。その“趣旨”を明らかにした１

条は、「この要綱は浦安市立図書館管理運営規則（昭和58年教育委員会規則
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第１号）第２条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、浦安市立

図書館における資料の除籍に関し必要な事項を定めるものとする」とあ

る。確かに伝統的な行政法理論でゆけば、船橋事件の第一審、第二審判決

の言うように、除籍基準は行政の内部基準、訓令にあたり、関係職員はこ

れに拘束されるが、外部に対しては効果、規範性をもたないものと考えて

なんら問題はなかった。しかし、浦安市の除籍要綱のように図書館利用者

を含む市民一般にそれが公表され、公立図書館によっては、図書館の管理

運営するホームページを通じて、除籍基準にとどまらず、選書基準やイン

ターネット端末利用規約その他が公開されているところも少なくない。最

高裁第一小法廷のように、図書館法、地方教育行政法などの国法と関連付

けを意識し、条例、教育委員会規則との関係を意識したとき、広く公表さ

れた通達や訓令は、時代状況のなかで、市民、利用者、具体性をもつ利害

関係人とのかかわりで外部効果を自覚しており、ある種の附合契約的な

“行政契約”と見るべきものに変質してきているようにも思わ
(16)

れる。最高

裁第一小法廷のいう“公的な場”という洒落た理念は裁量基準の外部的効

果、訓令の対世的な法的規範性に直接言及するものではないが、公立図書

館の現場を舞台に地方公共団体の規範秩序に対して一定の波紋を投げかけ

るものであったと受けとめるべきだと思う。

３．５ 最高裁判決のいう“職務上の義務”⇨国家賠償法１条

船橋市図書館資料除籍基準」はたんなる当該行政組織における内部規

範にとどまらず、市民、図書館利用者、さらには選書基準に適合し図書館

資料として受け入れた著作物の著作者を含む外部に対しても遵守しなけれ

ばならない行政にとっての ‘自己拘束力’を備えた“法的規範”だと理解

するところから、最高裁判決の言う公立図書館職員、司書の“職務上の義

務”が導き出されたものと思われる。判決文からあらためて該当する部分

を引用する。公立図書館の図書館職員は、「独断的な評価や個人的な好み

にとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を
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負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な

評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての

基本的な職務上の義務に反するものといわなければならない」と述べ、さ

らに「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基

本的な職務上の義務に反し、著作者または著作物に対する独断的な評価や

個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、」当該図書の著作者

の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上（１条）違法となると明

言した。

行政庁を頂点とする行政組織の階層的構造を維持し、斉一的な行政作用

を確保する趣旨をもつ ‘法令等及び上司の職務上の命令に従う義務’を定

める地方公務員法32条は、当該司書に対して、訓令である本件除籍基準を

遵守することが行政内部における ‘職務上の義務’であることを確認して

いるが、この最高裁判決は除籍基準という訓令、行政規則が外部に対して

も遵守を迫られ得る ‘法的な職務上の義務’の一部を構成することを言っ

ていると思われる。

この最高裁第一小法廷判決は、選書基準を含む資料選択基準、開架書架

に配架されている資料の閉架書庫への移動の基準（“書庫入れ”基準）、そ

して除籍廃棄基準等は公立図書館職員、司書の外部的効果をもつ“職務上

の義務”を構成するものであり、選書、書庫入れ、除籍という公立図書館

における“事実行為”を公権力の行使に該当するものとし、国家賠償法１

条を適用することとしたのである。

４ ついでに検討すれば

本稿で直接対象とした最高裁判決は“寸鉄人を刺す”がごときシャープ

なもので、本文4，000字程度のコンパクトな文書である。これに対して、

事実審である第一審の東京地裁判決と控訴審の東京高裁判決は、比較すれ

ば大部な法的文書である。これら下級審の判決に見られた問題点を少し見
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ておくことにしたい。

４．１ この事件でもあらわれた“検閲”概念

原告側は、終始、当該司書がなした“違法な”除籍廃棄処分は「憲法21

条２項が禁止している検閲、あるいはこれに類する行為に該当するもので

違法であると主張している。この主張に対して、第一審東京地裁は「そも

そも「検閲」とは、対象とされる一定の表現物につき網羅的・一般的に発

表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること

を指すものであるところ、本件除籍等は、既に一般に発売されている書籍

について、被告船橋市の西図書館での閲覧を中止し、あるいは閲覧中止と

ともに廃棄したものであり、原告らによる書籍の出版行為などを事前に制

限したものではないことが明らかであるから」、問題とするまでもなく

“検閲”にはあたらない、としている。

また、控訴審の東京高裁も「憲法21条の禁止する検閲とは、行政権が主

体となって、思想内容等の表現物を対象とし、発表前にその審査をした

上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいうものと解されるか

ら、本件除籍等は」検閲にあたるはずがない、という。

控訴人たちの主張に耳を傾けてみよう。「憲法21条の禁止する検閲とは、

行政権が表現行為がなされる前に、その表現行為を禁止する処分であり、

その核心は、特定の思想・言論の流布を権力的に封じ込めるということに

あるから、そうした効果をもつ制度は、検閲にあたる」と述べている。こ

のような考え方をとれば、行政権の担い手である「公務員の立場にありな

がら、（新しい歴史教科書をつくる会など）特定の思想的傾向を持つ著者ら

の著作」であると勝手に判断した被告司書の行為は、当然「閲覧に供され

利用者（市民）の自由な（閲覧・貸出という）利用が可能であった図書館の

（所蔵する）書籍につき、利用者の目に触れさせなくするために、違法な

廃棄をし、著者の表現の伝達ないし利用者の受領行為という表現行為を直

接に禁止するものであるから、十分に憲法上禁止されている検閲に該当す
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る」ことになる。

本件訴訟でそれぞれの立場から都合の良い使われ方をしている、しかし

最高裁判決のいう“公的な場”というコンセプトに連なる“パブリック・

フォーラム”の考え方をあらわしたと見ることもできよう「図書館の自由

に関する宣言」をあらためて見ることにしよう。その本体は、①図書館は

資料収集の自由を有する、②図書館は資料提供の自由を有する、③図書館

は利用者の秘密を守る、④図書館はすべての検閲に反対する、の４か条で

ある。④を解説する言葉のなかに「検閲が、図書館における資料収集を事

前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶこと

は、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである」という文章があ

る。この文言は、直接的には、著作物の事前検閲が過去の出版物にさかの

ぼって、図書館で所蔵する類似の図書館資料を書庫入れ、除籍廃棄に追い

やることのないようにと言っている。現在の行政庁が行なう不適切な措置

によって、過去に出版され現在公共図書館の開架書架に配架されている図

書館資料が利用者市民の目から隠され、除籍廃棄されることは“検閲”に

該当する余地があると言っている。すでに引用したがアメリカ図書館協会

の「図書館の権利宣言」にも「資料は、その創造にかかわった人たちの出

身、経歴あるいはその見解を理由として排除されてはならない」とあっ

た。

アメリカの公共図書館や学校図書館の実務では、一般に censorship（検

閲）といった言葉を用いたとき、banning books（禁書）といった概念も

包含している。アメリカで現在の1948年に採択された「図書館の権利憲宣

言」によって全面改正された1939年採択の最初の「図書館の権利宣言」は

ノーベル文学賞受賞作家ジョン・スタインベックの「怒りの葡萄」がひと

つの契機になっている。当時のアメリカ資本主義の暗部を見事に描き出し

たこの作品の流通、図書館で広く読まれることを多くの保守派が一丸とな

って禁圧しようとしたのである。このような動きは「怒りの葡萄」にとど

まらない。赤裸々な人間性を活写したり、社会の構造矛盾を克明に析出し
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たりすれば、“保守体制派”から常に問題とされ、目の仇にされかねない。

日本の憲法学界でも通説とされているように、憲法21条の保障する“表現

の自由”市場の確保は事前検閲だけでなく、出版公表後の禁書にも及ぶは

ずである。“事前検閲だけを違法とし、禁書を野放しにする裁判所の姿勢

は基本的人権の砦と呼ぶに値しない。

４．２ 船橋市立図書館の“制度過失”

船橋市立西図書館の蔵書廃棄事件は、一見すると、バランス感覚に欠け

た児童図書館サービスを長年得意としてきたベテラン女性司書が単独で行

った逸脱した行為と映るかもしれない。しかし、ここでこの国の公共図書

館で普通に行われている一般的な所蔵図書の除籍廃棄の実態を思い返して

みよう。返却されたときや書架整理などのときに見つかった汚損破損した

図書は事務室に移され、利用が低下した図書や余計な複本と感じられた図

書、内容が古いと認識された図書などは事務室の一角に設置された書架や

ブックトラックに集められ、しばらく放置される。その間、利用者の資料

の利用状況を勘案しその資料価値が再認識されたものは書架に戻され、職

員の間でコレクションを構成する資料としては不要だとの共通認識が得ら

れた場合には館長決裁を得て、除籍される。除籍図書についても閉架書庫

の一隅の書架に一旦納められ、リサイクル図書として他の機関に移管され

たり、定期的に一般市民に無償で引き取ってもらったりすることも少なく

ない。

このような図書館蔵書の通常のライフサイクルを思い返したとき、この

船橋市事件の除籍廃棄は尋常なものとは思えない。本来は除籍の担当者が

伺いを出した後、館長が除籍につき決裁をし、除籍廃棄される建前である

のに、第一審の東京地裁判決の事実認定にある通り、現物が廃棄されてし

まった後に図書館長が事後決裁していた。同図書館には14名の職員がいた

が司書資格を有するのは３名であった。その中でも司書としての経験年数

の最も長い
(17)

彼女に除籍手続は全面的にまかされていたようである。実質的
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にノーチェック体制となっていたのである。彼女を含む日本の児童図書館

サービスを専門とする司書たちには、子どもたちに良い本を提供したいと

の意欲が強いとされている。この“良書”主義的な考え方の独走を抑える

メカニズムが存在しなかったから、特定の思想的傾向のある資料群の不適

切な除籍が顕在化してしまったとの
(18)

指摘がなされている。

船橋市西図書館蔵書廃棄事件が発生した基盤は、船橋市図書館行政の病

理にある。図書館長らが公共図書館の社会的使命を知らず、その運営につ

いてまったくの素人であったからこそ発生し、素人だと知りつつ組織的人

事の都合から図書館長に発令せざるを得ないと認識している船橋市が引き

起こした事件である。東京地裁から「責任の所在を曖昧にしたまま幕を引

こうとして」いると指弾されなければならなかった背景はそこにある。か

つての図書館法13条３項は、国から図書館の設置・運営に関する補助を得

ようとする地方公共団体については、図書館長に司書資格と一定の実務経

験を要求していた。この図書館長は、たとえば一般市の場合たいていは課

長相当職とされている。資格要件が課されれば、当該地方公共団体として

は人事異動で広く一般行政職に開かれたポストとしては使えなくなる。そ

のような事情もあって、地方公共団体側の長年にわたる圧力を受け、図書

館長の発令要件を定めた図書館法13条３項は、1999年に可決成立したオム

ニバス法、地方分権一括法のなかで削除の憂き目をみることになった。も

っとも、図書館法18条にもとづいて定められている「公立図書館の設置お

よび運営上の望ましい基準」（平成13年７月18日文部科学省告示132号）には

いまなお「館長は、図書館の管理運営に必要な知識・経験を有し、図書館

の役割および任務を自覚して、図書館機能を十分発揮させられるよう不断

に努める」人物であり、「司書となる資格を有する者が望ましい」とうた

われている。図書館長に限らず、行政組織においてはその行政分野の素人

が行政庁の立場に立ったり、管理職を務めることは少なくないが、民間企

業において代表取締役社長をはじめとする役員や管理職がみずからの企業

の販売する製品やサービスを承知していないということが考えられるだろ
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うか。官民の垣根が低くなり、本当の意味での専門性が問われようとして

いる現在、行政組織のあり方についても考え直す時期が来ているようにも

思われる。

この事件を契機として、船橋市立図書館においては、担当者が除籍基準

に該当すると判断した図書については、形式的には、館長決済→共同書庫

へ一時保管→共同書庫運営委員会→（船橋市が設置する）４館長決済とい

う厳重な手続がとられることになった（この４館長がそろって図書館の素人

であれば、形こそ異なっても問題が発生しないという保障はどこにもないよう

にも思える）。“羹に懲りて膾を吹く”の感じがしないでもない手続であ

る。シッカリとした図書館長を置き、司書集団を育て、配置していれば、

おそらくは発生していない事件である（船橋市の名誉のために付け加えてお

けば、現在、日本の公共図書館の館長の多くは図書館についてはズブの素人の

一般行政職員から充てられている）。公立図書館に望まれる体制ということ

からすれば、船橋市のこの事件は“組織過失”“制度過失”といった感じ

がもたれ、国家賠償法でよく語られる屁理屈からすれば、代位責任論では

なく、現実的にも“自己責任”論が見事にあてはまるようにも思われる。

むすび

いま日本の公共図書館は様々な問題の渦中にある。地方公共団体が悩ん

でいる一般的な財政欠陥に起因する資料費の大幅削減、委託問題から指定

管理者制度導入の問題その他は、これまでのこの国の公共図書館の世界が

十分に対応してこなかった、あるいは対応できなかったのかもしれない多

くの事柄とつながり、立ち往生しているかに見える。そのような中にあっ

て、船橋市立図書館蔵書廃棄事件最高裁第一小法廷判決が一定の刺激を与

えたことは間違いなかろう。

最後にひとこと記しておきたい。西鳥羽和明先生は、早稲田大学大学院
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政治学研究科行政法専修の堤口康博先生の研究室で、わたしの２年後輩で

した。一緒によく早稲田界隈の飲み屋で旨くはない肴をつまみながら水っ

ぽい酒を飲み、高邁な行政法理論から下世話な話まで、ニコニコしゃべり

あって看板までわたしにつきあってくれました。彼が自動二輪の免許をと

り、ちょっと出遅れた少し高齢のライダーとして、あまり似合わないヘル

メットをかぶり250ＣＣのバイクを乗り回していたのもその頃です。間違

ってわたしが結婚してしまった４半世紀前の披露宴の席で、ギターをつま

びき、わたしをからかうような目線と仕草でニヤニヤしながら、さだまさ

しの「関白宣言」を唄ってくれました。結局、わたしは家庭でも、その外

でも“関白”にはなれず、独立愚連隊にしかなれませんでした。しかし、

西鳥羽先生は、わたしの人生、とりわけ大学院時代において、もっとも素

晴らしい、かけがえのない助演男優賞をさしあげなくてはならない存在で

した。もうそう遠くはない時期に天国でまた一緒に、今度はおいしい酒を

飲みたいものです（わたしが天国にゆけるかどうかは、大いに問題ですが）。

衷心より西鳥羽先生のご冥福をお祈りいたします。

(１)“新しい歴史教科書をつくる会”については、同会の公式ホームページを参照

されたい（http://www.tsukurukai.com/index.html）。

(２) この甲４号証の13として裁判所に提出されている「船橋市図書館資料除籍基

準」は、その“実物”にあたることはできなかったが、同市の公式ホームページに

あげられている例規集（http://www.city.funabashi.chiba.jp/gyosei/reiki int/

reiki menu.html）から推測して、（船橋市）教育長訓令という形式をもっている

ものと思われる。

(３) 新しい歴史教科書をつくる会は、５月16日にも市と市教委に対して再度抗議し

ており、また６月４日には船橋市に対して関係職員を背任罪、偽計業務妨害の疑い

が濃厚だとして、刑事告発することを申し入れている。

(４) 西尾幹二「船橋市西図書館焚書事件一審判決と「はぐらかし」の病理」正論

2004年１月号、pp.292-303.

(５) 西尾幹二「知られざるＧＨＱの「焚書」指令と現代の「焚書」」正論2005年９

月号、p.49.

(６) 最高裁判例昭和30年４月19日民集９巻５号534頁。

(７) 2005（平成17）年７月14日付け「信濃毎日新聞」夕刊記事の取材部分。

(８) ‘public library’という語は、一般に“公共図書館”と訳される。その公共図
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書館の理念を支えるものは、公開の原則、無料の原則、公費負担の３原則である。

この３原則を満たそうとすると、多くの場合、地方公共団体が設置する“公立図書

館”ということになり、日本の図書館法では“公立図書館”を公共図書館として定

めている。しかし、‘public library’という概念は必ずしも設置形態を問題とはせ

ず、宗教組織や草の根、民間の公共図書館も許容しており、歴史を振り返ったと

き、また現在も世界を見渡したとき、公立ではない公共図書館は少なからず存在す

る。公共図書館の代表であるかのごとく頻繁に取り上げられるニューヨーク・パブ

リック・ライブラリーは、法的にはニューヨーク市立ではなく、Astor, Lenox
 

and Tilden Foundations が設置運営する私立公共図書館である。

(９) ロバート・S・ベック（川崎良孝・前田稔訳）『図書館・表現の自由・サイバ

ースペース』日本図書館協会、2002，pp.40-42.山本順一「公共図書館の利用をめ

ぐって：クライマー事件を素材として」（『転換点における図書館の課題と歴史』

（緑蔭書房、1995）所収）、pp.99-111を参照。

(10) Henry Brown et al.v.State of Louisiana, 86S.Ct. 719（1966).この事件の

概要については、川崎良孝『図書館裁判を考える：アメリカ公立図書館の基本的性

格』京都大学図書館情報学研究会、2002,pp.29-32を参照。

(11) 武田英治・山本順一編『図書館法規基準総覧 第二版』（日本図書館協会、

2002）、p.1709.

(12) この「情報と思想のひろば」（forums of information and ideas）という文言

は、1980年の改訂で入れられたものである。

(13) アメリカ図書館協会の「図書館の権利宣言」の法的文書性については、川崎良

孝『図書館裁判を考える：アメリカ公立図書館の基本的性格』（京都大学図書館情

報学研究会、2002）がアメリカの関係判例を素材に詳細な検討を加えている。

(14) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/ziyuu.htm

(15) 後にやや詳しく紹介する 『新潮45』閲覧制限事件東京地裁判決（平成11年６

月22日）も同じことを言っている。

(16) 原田尚彦『行政法要論 全訂第５版』学陽書房、2004,pp.42-44を参照。

(17) 彼女は、1970年に大学を卒業、まもなく船橋市立図書館に勤務するようにな

り、翌71年より児童奉仕担当、日本図書館協会児童青少年委員会委員だけでなく、

国際的な児童図書館サービス組織の委員をも歴任している。大学、短大の司書課程

の児童サービスの教科書も執筆している。童話の著作、翻訳もあり、この業界では

きわめて著名な存在である。

(18) 西河内靖泰「検証・図書館の自由；「千葉県船橋市西図書館蔵書廃棄事件」問

題をめぐって」『図書館評論』45号（2004.7）、pp.82-84.

追記：

本稿で取り上げた船橋市立図書館蔵書廃棄事件については、その後、
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2005（平成17）年11月24日、東京高等裁判所（浜野惺
しずか

裁判長）は、公立図書

館で閲覧に供される図書の著作者が、図書館職員の独断的な評価や個人的な好

みによって、その思想、意見等を公衆に伝達することを内容とする無形の人格

的利益を侵害された損害に対する金銭賠償は「一人当たり3000円をもって相当

とするというべきである」と判示した。この賠償額の算定は、2005（平成17）

年９月14日、在外邦人の選挙権制限に関し、国に対して原告一人当たり5000円

の支払いを最高裁大法廷判決が命じたことを参酌している。また、訴訟費用に

ついては、第一審にはじまる本事件の全過程に要した経費の1000分の999を控

訴人、‘新しい歴史教科書をつくる会’側に負担させるものとしている。

‘新しい歴史教科書をつくる会’側は、この浜野判決を不服として、12月６

日、最高裁に再び上告したとされる。

さらに補記：

本稿脱稿後、ここで取り上げた最高裁判決について、竹田稔「「公立図書館

職員による蔵書除籍・廃棄事件」最高裁判決」コピライト536号（2005.12),

pp. 32-35；山崎友也「公立図書館職員による蔵書廃棄と表現の自由」法学教

室306号別冊付録「判例セレクト2005」（2006.3), p.9；荏原明則「判例解説：

船橋図書館蔵書廃棄事件」法令解説資料総覧290号（2006.3), pp.89-91などの

論考が出されている。
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